
 

功労スキー・スノーボード指導者候補の推薦基準について 

 

功労スキー指導者規程（抜粋） 

 

（目的・資格） 

第１条 この規程は、スキー指導員又はスキー準指導員の資格を有し、取得後 20 年以上を

経過し、当該年度の１月１日現在、60 歳以上の者で加盟団体長が推薦する者を、スキー指

導員にあっては功労スキー指導員、スキー準指導員にあっては功労スキー準指導員として

顕彰し、認定に関して必要なことを定める。 

（推  薦） 

第２条 加盟団体長は、第１条に該当する希望者を選考し、９月３０日までに本人の同意を

得て本連盟理事会に推薦することができる。なお、推薦にあたっては、有効なスキー指導

者資格を保有していなければならず、資格が停止又は喪失している場合は認められない。 

 

秋田県スキー連盟教育本部としての選考基準 

  全日本スキー連盟の上記規程のほか、本連盟の加盟団体長が推薦する者を、次の項目に

ついて審査し選考する。 

 

功労スキー・スノーボード指導選考基準 

 ① ６０歳以上で、教育本部担当理事・専門委員・ＳＡＪ技術員、秋田県技術員及び強化

コーチの経験者 

 ② ６０歳以上で指導員資格を保有し、クラブ活動及び地域活動に貢献している者又は貢

献された者 

 

功労スキー・スノーボード準指導員選考基準 

 ① ６０歳以上で準指導員資格を保有し、クラブ活動及び地域活動に貢献している者又は

貢献された者 

 

※ 年齢は令和６年１月１日現在とする 


